
津市災害時受援計画修正案
　災害が起こった時に応援を必要とする業務やその受け入れ体制等を事前
に定めておき、広域応援部隊(県外の自衛隊、警察、消防など)等の支
援を最大限に活用することを目的として策定しています。
策定のポイント
　能登半島地震での教訓を踏まえ、人命救助の目安となる発災
から72時間までの間に、広域応援部隊をいかにスムーズに受け
入れ、どのように活用すれば効果的な支援活動が行えるか、津
市の行動について具体的に見直しを行います。

問い合わせ　防災室　　229－3104　　223－6247

津市地域防災計画修正案

　大雨や地震などの災害から市民の命や財産等を守るため、行政機関、防災関
係機関、事業者、市民などが一丸となって、被害の軽減対策、災害発生時
の対応、早期の復旧・復興が行えるように策定しています。また、毎
年、津市防災会議を開催し、計画の必要な見直しを行っています。
策定のポイント　
　能登半島地震で浮き彫りとなった課題への対応の他に、南海トラ
フ地震臨時情報が発表された際の対応、市内を流れる中小河川にお
ける新たな避難情報発令基準の設定などの見直しを行います。

　津市では、子どもも大人も輝ける、安心して暮らせるまちを目指して、津市こども計画や
第３期津市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略、能登半島地震を踏まえた災害
対応力の強化に向けた取り組み等についての計画を策定します。
　市の重要な計画などを策定する際、事前に計画案や参考資料を公表し、市民の皆さんから
パブリックコメントとして広く意見を募集します。そして、その意見に対する考え方を公表
するとともに有益な意見等を考慮して意思決定を行っています。これら４つの計画をより良
いものとするため、市民の皆さんからの意見を募集しています。

４つの計画のパブリックコメント募集期限は12月17日　です

南海トラフ地震に備えて

問い合わせ　危機管理課　　229－3281　　223－6247

火

広報 つ！　令和６年12月１日号 ３


